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１１１１    関係行政機関及関係行政機関及関係行政機関及関係行政機関及びびびび推進協議会推進協議会推進協議会推進協議会におけるにおけるにおけるにおける平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度取組取組取組取組みみみみ方針方針方針方針についてについてについてについて    

    

（（（（１１１１））））関係行政機関関係行政機関関係行政機関関係行政機関取組取組取組取組みみみみ方針方針方針方針    

    

《《《《広島県広島県広島県広島県》》》》    

１ 所有者明示（個体識別）措置の推進 

  ○ 犬・猫についての所有者明示措置の実施状況を調査する。 

  ○ 所有者明示の重要性について普及啓発を図る。 

 

２ 人と動物の共通感染症に関する調査研究の実施 

○ 犬におけるツツガムシ病の浸潤状況調査を行う。 

○ 調査結果を踏まえて感染予防等について普及啓発を図る。 

 

３ 動物愛護管理法の一部改正について円滑な周知及び運用 

○ 一部改正された動物愛護管理法について，動物取扱業者等に対して周知を行い，適正 

 な運用を実施する。 

 

 

 

《《《《広島市広島市広島市広島市》》》》 

１ 動物愛護事業の推進 

○ 管理から愛護への取り組み強化 

    ・譲渡の推進（収容動物の保全） 

    ・各種教室の開催（しつけ，愛護，ふれあい，飼い方等） 

 

 ２ 関係業界，団体との連携強化 

○ 動物愛護推進員をはじめ，団体・個人との連携強化を図り事業を展開 

 

３ 危機管理対策の推進 

  ○ 災害対策等，具体的な防災計画の検討の実施 
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《《《《呉市呉市呉市呉市》》》》 

１ 動物愛護推進員の活動支援 

 
２ ホームページや新聞掲載の活用による譲渡推進 

 

３ 不妊去勢の推進 

 
 
 

《《《《福山市福山市福山市福山市》》》》 

１ 法改正に伴うホームページの全面リニューアル 

 

２ 定時定点廃止に向けての取組み（引取り有料化を含む） 

 

 ３ 犬猫譲渡要件の緩和（福山市動物愛護センター犬・ねこの譲渡要綱改正） 

 

 

 

 

 

（（（（２２２２））））推進協議会取組方針推進協議会取組方針推進協議会取組方針推進協議会取組方針（（（（案案案案））））    

 

 １ 不妊・去勢の普及啓発の徹底 

  ○ 引取り頭数を削減するため，リーフレットの配布，ホームページへの掲載等により引

き続き不妊・去勢の普及啓発の徹底を図る。 

 

 ２ 譲渡事業の推進 

  ○ 処分頭数を減少させるため，ホームページの活用や関係団体との連携強化等により，

譲渡先の確保に努める。 

 

 ３ 所有者明示措置の啓発 

  ○ 関係団体の協力等を得ながら所有者明示措置の普及啓発を図る。 

 

 ４ 動物愛護管理法改正に係る周知の徹底 

  ○ 改正動物愛護管理法について，ホームページへの掲載を行うとともに，各センター，

協議会構成団体及び動物愛護推進員等により周知の徹底を図る。 

 



２２２２    広島県動物愛護管理推進計画広島県動物愛護管理推進計画広島県動物愛護管理推進計画広島県動物愛護管理推進計画のののの見直見直見直見直しについてしについてしについてしについて（（（（案案案案））））    

 （１）概要 ・広島県動物愛護管理推進計画（以下，「計画」という。）の中間年における見直しについては，動物愛護管理法改正後，基本方針の見直しが行われ次第，実施することを第１回広島県動物愛護管理推進協議会において協議したところである。   ・平成２４年９月５日に改正動物愛護管理法が公布され，基本方針は平成２５年７月頃に改正されるとのことであることから，改正内容と併せて平成２５年度中に計画の見直しを行う。 

 （２）見直し方法  ・見直しに当たっては，学識経験者，獣医師会，関係業界団体，動物愛護団体，研究機関，地域住 民及び関係行政機関等で構成する広島県動物愛護管理推進協議会において検討協議する。   ・基本方針の改正内容をふまえて計画の見直しを行う。  ・近隣県等と情報交換を行い，連携を図る必要がある。 

 （３）現状    平成２３年度進捗状況 指  標 目標（２９年度） ２３年度実績 １８年度比 動物の致死処分数 50％減少 8,480 64.6％ 犬・ねこ等の苦情件数 25％減少 1,993 63.0％  （４）見直し案   ・環境省が策定する動物愛護管理方針の基本方針に基づき，見直しを行う。   ・その他の計画について，数値目標が達成されていないものは現行どおり継続する。  （５）見直しスケジュール（予定） 平成25 年 平成26 年 年  月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 改正政省令 公布  環境省  改正基本 方針公布  推進協議会等      開催   計画見直し素案 検討  計画見直し原案 検討  計画見直し最終案検討  パブリック コメント  策定 （⇒起案・決裁）  
 

協議会 協議会協議会 幹事会 幹事会 幹事会 
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３３３３    動物愛護管理法改正動物愛護管理法改正動物愛護管理法改正動物愛護管理法改正にににに係係係係るるるる対応対応対応対応についてについてについてについて（（（（案案案案））））    

（（（（多頭飼育多頭飼育多頭飼育多頭飼育にににに係係係係るるるる届出制度届出制度届出制度届出制度のののの導入導入導入導入））））    

 

 （１）概要   平成２４年９月５日に動物愛護管理法の一部を改正する法律が公布され，法第９条において，条例で定めるところにより，多数の動物の飼養及び保管に係る届出をさせる措置を講ずることができることとなった。   県内における多頭飼育の状況，他自治体の状況及び他法令との関連性から検討した結果，当県では多頭飼育の届出制度を導入しない。   （２）届出制度を導入しない理由 ① 本県では，動物愛護（管理）センターは,近隣住民や市町役場からの情報に基づいて適正飼養の指 導を行っており，既に多頭飼育者の状況を把握している。 ② 各動物愛護（管理）センターが確認したところ，犬及び猫（生後９１日以上）を１０頭以上飼育 している者は，県内で２８件であり，既に多頭飼育の届出制度を導入している自治体と比較しても少ない。 ③ 化製場に関する法律において，動物の多頭飼養施設は許可制となっており，条例によって届出制 度を導入することは二重規制となる。 ④ 今回の法改正により，法第２５条において，多数の動物の飼養又は保管に起因した周辺の生活環 境が損なわれたり，動物が虐待を受けるおそれがあると認められた場合に必要な措置命令に違反した場合の罰則（５０万円以下罰金）が新たに規定されたため，届出制度による規制は必要ない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料資料資料資料３３３３    



広島県動物愛護広島県動物愛護広島県動物愛護広島県動物愛護センターセンターセンターセンター（（（（広島市広島市広島市広島市，，，，呉市呉市呉市呉市，，，，福山市福山市福山市福山市をををを除除除除くくくく県内全域県内全域県内全域県内全域））））        TEL 0848TEL 0848TEL 0848TEL 0848----86868686----6511651165116511    広島市動物管理広島市動物管理広島市動物管理広島市動物管理センターセンターセンターセンター（（（（広島市内広島市内広島市内広島市内））））                                                                             TEL 082 TEL 082 TEL 082 TEL 082----243243243243----6058605860586058    呉市動物愛護呉市動物愛護呉市動物愛護呉市動物愛護センターセンターセンターセンター        （（（（呉市内呉市内呉市内呉市内））））                                                                                        TTTTEL 0823EL 0823EL 0823EL 0823----70707070----3711371137113711    福山市動物愛護福山市動物愛護福山市動物愛護福山市動物愛護センターセンターセンターセンター（（（（福山市内福山市内福山市内福山市内））））                                                                                TEL 084TEL 084TEL 084TEL 084----970970970970----1201120112011201    
生まれてくる犬や猫に罪はありません。 

不幸な犬・猫をなくすためにも,不妊去勢手術をしましょう。 

     そのそのそのその２２２２（（（（おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんの犬犬犬犬））））    

 

 

広島県動物愛護管理推進協議会広島県動物愛護管理推進協議会広島県動物愛護管理推進協議会広島県動物愛護管理推進協議会    

問い合わせ先 
（環境省作成パンフレットから引用） 

 そのそのそのその１１１１（（（（迷迷迷迷いいいい込込込込んだんだんだんだ子猫子猫子猫子猫））））    


